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令和５年度普通会計定期監査結果（前期）

第１ 監査の概要

令和４年度における普通会計にかかる財務監査（定期監査）を次のとおり実施した。

１ 監査の基準

長崎県監査基準に準拠して実施

２ 監査の種類

財務監査（定期監査）（地方自治法第199条第1項及び第4項）

３ 監査の対象

令和４年度 長崎県一般会計

令和４年度 長崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計

令和４年度 長崎県農業改良資金特別会計

令和４年度 長崎県林業改善資金特別会計

令和４年度 長崎県県営林特別会計

令和４年度 長崎県沿岸漁業改善資金特別会計

令和４年度 長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計

令和４年度 長崎県用地特別会計

令和４年度 長崎県庁用管理特別会計

令和４年度 長崎県長崎魚市場特別会計

令和４年度 長崎県港湾施設整備特別会計

令和４年度 長崎県公債管理特別会計

令和４年度 長崎県国民健康保険特別会計

４ 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最

少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めている

か。

なお、項目ごとの基本事項は以下のとおりである。
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〔基本事項〕

（１）収入

① 収入確保のため、調定事務、徴収対策が適切に行われているか。

② 収入未済の解消について、時効の管理を含む債権管理が適切に行われ、効率

的な回収に取り組まれているか。

（２）予算の執行

① 予算の執行は、適切に行われているか。

② 経済性を考慮し計画的かつ効率的に執行され、効果的なものとなっているか。

（３）契約

① 業務の履行確認は、徹底されているか。

② 予定額の積算根拠は、明確かつ適切であるか。

③ 委託の成果は、有効に活用されているか。

（４）工事

① 工事の計画・設計・施工は、法令等に準拠しているか。また、適切かつ効率的、

経済的に執行されているか。

② 設計積算にあたって十分な検討及び設計照査が行われているか。また、特に

契約変更時は必要性、経済性が検討されているか。

③ 入札手続、契約方法、支出に関する事務処理は、適切に行われているか。

（５）補助金等

① 補助金等の事務処理は、関係法令等に基づいて適切に行われているか。

② 補助事業完了後の審査は、書面や現地で適切に行われているか。

③ 補助事業の効果の検証は、行われているか。

（６）物品

① 物品の調達・管理は、規則等に基づき適切に行われているか。

② 物品は、有効に活用されているか。

（７）財産の管理

① 公有財産の管理は、規則等に基づき適切に行われているか。

② 公有財産は、有効に活用されているか。

５ 監査の実施内容

前期監査対象機関から提出された資料等を基に監査対象の事務・事業の中から抽出

したうえで、関係帳簿及び証拠書類を照合し、関係者に質問等を行い、慎重に監査を

実施した。

（１）監査対象期間

原則として令和４年度を対象としたが、監査委員が必要と認めるときは、令和５

年度についても監査日までを対象期間とした。

（２）監査対象機関及び実施日

令和５年５月１１日から９月８日までの期間において、本庁及び地方機関の合計

１２２箇所を対象として実施した。
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区分
本     庁

地方機関 合計
知事部局 各種委員会等 教育庁 警察本部 計

監   査

対象機関
９４   ５ １２ １ １１２ １２８ ２４０

前期監査

対象機関
９４ ５ １２ １ １１２ １０ １２２

前期監査対象機関、委員監査年月日及び監査にあたった委員は、別紙のとおりで

ある。

第２ 監査の結果

  １ 総括

監査の結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おお

むね適正に行われているものと認められた。

しかしながら、一部において、下記の指摘事項等のとおり、是正または改善を要す

る事項が見受けられたので、今後とも関係法令等を遵守するとともに、適正かつ効率

的な事務執行の確立に努める必要がある。

  ２ 指摘事項等の状況

今回の監査の結果、事務処理を是正・改善すべきものについては、以下のとおりで

ある。

昨年度と比べ、「収入」について、歳入金の納入期限誤りや調定の遅延などで１３件

増加している。

(単位:件)

区分 計
収入
未済

収入
予算
執行

契約 工事
補助
金等

物品
財産
管理

その他

(58) (4) (3) (5) (16) (0) (4) (9) (8) (9)
51 4 8 4 16 1 7 3 6 2

(196) (6) (9) (9) (101) (3) (15) (24) (18) (11)
174 5 17 3 82 4 18 24 13 8
(3) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (1) (1)

2 1 1
(257) (10) (12) (14) (118) (3) (19) (33) (27) (21)

227 10 25 7 99 5 25 27 19 10
（　　）は令和４年度前期監査結果件数

指摘事項

指導事項

意　　見

合　　計

※監査結果は、次の区分により取り扱う。

(１)指摘事項

①法令、条例又は通達等に違反しているもの

②機関の意思決定が適切になされていないもの

③収入確保に適切な措置を要するもの

④予算を目的外に支出しているもの

⑤不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
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（１）収入未済について（指摘４件、指導５件）

土地使用料相当額の不当利得返還請求を行っていない事例や、延滞金条例に基づく延

滞金を徴収していない事例などが認められたので、適正な債権管理に努めるべきである。

（２）収入について（指摘８件、指導１７件）

補助金等において、国庫支出金に係る調定の遅延や電気使用料の算定が過少となって

いる事例などが認められたので、収入事務の適正な執行に努めるべきである。

（３）予算の執行について（指摘４件、指導３件）

施行伺の決裁前に見積書を徴取している事例などが認められたので、適正な事務処理

を行うべきである。

（４）契約について（指摘１６件、指導８２件）

予定額の積算が誤っている事例、積算根拠が不明確な事例、精算確認を行っていない

事例及び検査調書を作成していない事例などが認められたので、適正な事務処理を行う

べきである。

（５）工事について（指摘１件、指導４件）

適切な時期に契約変更手続を行わないまま工法を全面的に変更している事例などが

認められたので、適正な事務処理を行うべきである。

（６）補助金等について（指摘７件、指導１８件）

補助金額に変更が生じたにもかかわらず変更交付申請書が提出されていない事例や、

仕入れに係る消費税等相当額報告書の内容確認がなされていない事例などが認められ

たので、補助金等交付規則や要綱等に則り適正な事務処理を行うべきである。

（７）物品について（指摘３件、指導２４件）

物品の購入に際して、不用となった物品の処分を産業廃棄物処分許可を有していない

納入業者に依頼している事例などが認められたので、関係法規や各種通知等に基づき、

適正な物品の管理に努めるべきである。

（８）財産の管理について（指摘６件、指導１３件）

条例や規則に規定がないにもかかわらず使用料の分割払を認めている事例、従物（工

作物等）内訳表や行政財産使用許可台帳を作成していない事例などが認められたので、

関係法規や各種通知等に基づき、適正な公有財産の管理に努めるべきである。

⑥経済性、効率性、有効性の観点から改善を要するもの

⑦前回、指摘事項又は指導事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

⑧その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

(２)指導事項

指摘事項の項目に該当するもののうち、軽易と認められるもの

(３)意  見

①執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

②県の組織及び運営の合理化を図るため、特に措置を要すると認められるもの
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（９）その他（指摘２件、指導８件）

公金支出情報システムにおいて個人名を表示している事例や関係団体の業務従事に

際し職務専念義務免除手続を行っていない事例などが認められたので、適正な事務処理

を行うべきである。

第３ 指摘事項  

次のような不適切な事例があったので、適正に事務を執行すること。

１ 総務部

（１）契約

① 振動工具取扱業務従事者健康診断業務委託において、医療法に定める診療所開設

許可に係る手続の要否を確認しないまま契約手続きを行っている。[職員厚生課]

② 出島交流会館環境衛生管理業務委託において、再委託の承認がされていない。                                                                    

[管財課]

③ 出島交流会館エレベーター保守業務委託において、２人体制で検査を行ったこと

を報告書に記載していない月があり、履行確認が不十分である。また、仕様書で定

める昇降機検査資格者搭載証の写しを徴取していない。              [管財課]

④ 仮想端末基盤の賃貸借及び保守契約外１件において、予定額の積算が誤ってい

る。                                                [スマート県庁推進課]

（２）財産の管理

普通財産（建物）の貸付において、普通財産貸付台帳を作成していない。

[学事振興課]

２ 危機管理部

（１）物品

ガス炊飯器の購入に際して、不用となった既存のガス炊飯器の処分を産業廃棄物

処分許可を有していない納入業者に依頼している。                  [消防学校]

                                                                  

３ 地域振興部

（１）物品

備品の不用決定において、決裁を受けずに手続きを行っているものがある。

[島原振興局建設部河港課]

４ 文化観光国際部

（１）契約

① 世界遺産巡礼の道モニターツアー実施に係る仕様書において、内容が不明確であ
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る。また、施行伺において、一者随意契約の理由、予定額やその根拠、見積書徴取

省略などが記載されていない。              [文化振興・世界遺産課]

② 物品（クリーンボックス）の購入において、一者随意契約とした理由が適切では

ない。また、購入したクリーンボックスについて、物品出納簿に登記されていな

い。                                                          [国際課]

５ 県民生活環境部

（１）予算の執行

予算執行整理簿（需用費及び備品購入費）の総務課長による毎月の確認が行われ

ていない。                                          [環境保健研究センター]

（２）契約

① 「長崎県 EBPM モデル研究及び統計人材の育成事業」企画運営等業務委託におい

て、予定額の積算根拠が不明確である。また、関係書類の整備が不十分である。

                                                                 [統計課]

② 令和４年度地球温暖化防止対策等普及啓発事業委託の精算において、委託期間外

の納品書が添付されており、精算確認が不十分である。    [地域環境課]

③ 県内巡回展業務委託（請負）において、仕様書を変更しているにもかかわらず、

変更契約を行っていない。                 [資源循環推進課]

④ 対馬自然の森案内業務委託において、業務完了後に行うべき精算確認を行ってい

ない。また、前金払により支出しているが、必要性等について検討されていない。

[自然環境課]

⑤ バイオメディカルフリーザー外３品の購入において、検収調書を作成していな

い。また、書面による検査下命を行っていない。 [環境保健研究センター]

（３）補助金等

大村湾浮遊ゴミ除去対策事業補助金において、補助金額に変更が生じたにもかか

わらず、変更交付申請書が提出されていない。                    [地域環境課]

（４）物品

劇物の管理において、毒劇薬物管理簿を作成していない薬品や消耗品等出納簿に

登記していない薬品がある。また、劇毒物保管庫の中に、一部の一般試薬が保管さ

れている。                                    [諫早食肉衛生検査所]

６ 福祉保健部

（１）収入

① 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金等において、調定が著しく遅延してい

る。                                                        [医療政策課]

② 証紙収入実績簿において、手数料の名称毎に記載していないものがある。また、

実績がある月の月計及び累計を記載していないものがある。さらに、証紙収入実

績報告と相違しているものがある。                            [長寿社会課]
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（２）予算の執行

予算執行整理簿（需用費及び備品購入費）の総括課長補佐による毎月の確認が行

われていない。                                                [福祉保健課]

（３）契約

① 「長崎健康革命」にかかる広告掲載業務において、検査調書が作成されていない。

また、業務仕様書に校正についての定めがない。さらに、期日指定の見積合わせを

行うと通知しているにもかかわらず、期間見積として処理している。

[国保・健康増進課]

② ＳＮＳ相談モデル事業委託において、相談業務開始時期が仕様書等で明示されて

いない。また、予定額の積算に用いた相談期間が実際の期間を超えるなどにより、

予定額が過大となっている可能性がある。                      [障害福祉課]

（４）補助金等

令和３年度長崎県難病患者就労支援事業費補助金において、額の確定を行ってい

ない。                                                 [国保・健康増進課]

（５）その他

公金支出情報システムにおいて、個人名を表示しているものがある。また、非表

示と整理した支払先名が支払内容欄で表示されている。            [医療政策課]

７ こども政策局

（１）収入

証紙収入実績簿において、手数料の名称毎に記載していない。  [こども家庭課]

（２）予算の執行

予算執行整理簿（需用費及び備品購入費）の総括課長補佐による毎月の確認が行

われていない。                                              [こども未来課]

８ 産業労働部

（１）予算の執行

クリアファイル作成代について、施行伺の決裁前に見積書を徴取している。

                                                           [企業振興課]

（２）補助金等

① 長崎県保証料補給補助金の実施要綱改正にあたり、過去の改正内容を反映させて

いない。                                                   [経営支援課]

② 長崎県外国人材受入緊急支援事業補助金において、補助金額に変更が生じたにも

かかわらず、変更交付決定に係る手続を行わないまま額の確定を行っている。

[雇用労働政策課]

（３）財産の管理

従物（工作物等）内訳表が令和元年度以降整備されていない。また、平成30年度

以前に取得した外灯、柵、モニュメント等が登載されていない。[窯業技術センター]
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（４）その他

長崎インターンシップ推進協議会において、県職員が事務局職員として会務に従

事しているが、職務専念義務免除の手続を行っていない。         ［未来人材課］

９ 水産部

（１）収入未済

① 漁港施設使用料相当額について、債務者（法人）以外の者から第三者弁済として

分納を受けているが、第三者弁済の前提となる債務者の法人格が存続しているか

どうか確認していない。                     [長崎港湾漁港事務所港営課]

② 県が所有者に代わり引揚げた船舶について、引揚げ後の撤去・処分の要請及び土

地使用料相当額の不当利得返還請求を行っていない。

[長崎港湾漁港事務所港営課]

       （土木部に再掲）

（２）契約

令和４年度「長崎俵物」品質基準管理業務において、委託契約期間以前の経費が

精算額に含まれている。                                  [水産加工流通課］

１０ 土木部

（１）収入未済

① 県が所有者に代わり引揚げた船舶について、引揚げ後の撤去・処分の要請及び土

地使用料相当額の不当利得返還請求を行っていない。

[長崎港湾漁港事務所港営課]

② 督促後に完納され収入未済が解消したものについて、延滞金条例に基づく延滞金

を徴収していない。                           [長崎港湾漁港事務所港営課]

③ 福島港における沈没船引上げ費用に係る履行延期の承認において、振興局長の決

裁を受けていない。             ［県北振興局建設部田平土木維持管理事務所]

（２）収入

① 国庫支出金等において、調定が著しく遅延している。              ［河川課]

② 国庫支出金において、調定が著しく遅延している。                ［砂防課］

③ 道路占用料相当額の不当利得返還請求について、相手が時効援用していないにも

かかわらず時効期間経過分を請求していない。     ［長崎振興局建設部管理課]

④ 指方トンネル電気使用料ほか２件において使用料の算定が過少となっている。

［県北振興局管理部会計課]

⑤ 前回、局内他課の監査で指導したにもかかわらず、証紙収入実績簿の年月日欄に

証紙消印日とは異なる日付を記録している。    ［県北振興局建設部建設管理課]

（３）工事

道路災害防除工事において、適切な時期に契約変更手続を行わないまま工法を全

面的に変更し、併せて地滑り対策工等の工事を追加している。

                                          [長崎振興局建設部道路維持課］
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（４）財産の管理

① 行政財産の目的外使用許可において、使用許可期間が県で定める上限を超えると

ともに、工事請負業者に対し使用許可している。加えて、行政財産使用許可台帳が

作成されていない。                             ［長崎振興局建設部管理課]

② 港湾施設用地の使用許可において、使用開始後に提出された使用許可申請書の申

請日を使用開始日の前日に書き換えて、書き換えた日付で許可している。

[長崎港湾漁港事務所港営課]

③ 港湾施設用地の目的外使用許可における使用料の支払について、条例や規則に規

定がないまま、許可申請者からの書面による分割支払願に基づき分割払を認めて

いる。                                  ［長崎港湾漁港事務所港営課]

④ 常盤ターミナルビルの駐車場に係る使用料の算定根拠が不明確である。

[長崎港湾漁港事務所港営課]

１１ 教育庁

（１）契約

① 旧長崎式見高等学校建物アスベスト調査業務において、契約書で禁止されている

再委託がなされている。                             [教育環境整備課]

② 24 時間子供ＳＯＳダイヤル（親子ホットライン）夜間休日相談業務委託におい

て、メール相談業務の内容が破棄されることなく契約先のパソコンに保存されて

いる。                                                  [児童生徒支援課]

（２）補助金等

① 長崎県立高等学校寄宿舎運営費補助金において、仕入れに係る消費税等相当額報

告書の内容確認がなされていない。                        [教育環境整備課]

② 長崎県高等学校体育連盟事業費補助金（県高等学校新人体育大会離島地区選手派

遣事業）において、補助金額に変更が生じたにもかかわらず、変更交付決定に係る

手続を行わないまま額の確定を行っている。                    [体育保健課]

１２ 警察本部

（１）補助金等

自動車安全運転センター補助金において、補助金額に変更が生じたにもかかわら

ず、変更交付決定に係る手続を行わないまま額の確定を行っている。  [警察本部]
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第４ 意 見

執行機関等に対し今回の監査において速やかに改善・検討などを促すことが必要と認

められるものは、以下のとおりである。

（１）収入未済について

収入未済となっている税外の債権については、徴収困難なものを中心に債権管理室に

移管し、一元的な管理がなされているが、引き続き各所管課で管理されている債権もあ

る。

今回の監査において、所管課で管理している債権の中に、消滅時効の起算日や時効期

間を誤っているもの、時効更新に係る協議経過を記録していないものなどが見受けられ

たので、債権の所管課においては、民法などの関係法令に習熟するとともに、債権管理

簿の管理、組織としての意思決定及び情報の共有を適切に行われたい。

また、移管元課は、債権管理室に移管した案件であっても、債務者の現状や課題等に

ついて情報を共有し、収入未済の縮減に向け、連携して取り組まれたい。 〔関係各課〕

（２）契約書の作成を必要とする業務における契約変更手続について

委託契約などにおいて、業務内容を変更する際に契約相手方の担当者との協議のみで

変更仕様書を作成せず契約変更手続を行っていない事例や、契約変更前に追加業務が履

行されている事例などが見受けられた。

契約において、変更すべき事由が発生した場合は、変更内容に応じた仕様書を作成の

うえ予定額を積算し、組織としての意思決定をしたうえで、適切に変更契約を締結され

たい。                                                           〔関係各課〕



監査年月日 監 査 委 員

長崎振興局 令和5年7月18日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

長崎振興局長崎港湾漁港事務所 令和5年7月13日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

島原振興局 令和5年7月19日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

県北振興局 令和5年7月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

消防学校 令和5年7月24日 下田　 芳之　　　近藤　 智昭

環境保健研究センター 令和5年7月24日 砺山　 和仁　　　饗󠄀庭   敦子

諫早食肉衛生検査所 令和5年7月24日 砺山　 和仁　　　饗󠄀庭   敦子

工業技術センター 令和5年7月24日 砺山　 和仁　　　饗󠄀庭   敦子

窯業技術センター 令和5年7月24日 下田　 芳之　　　近藤　 智昭

教育センター　 令和5年7月24日 下田　 芳之　　　近藤　 智昭

（別  紙） 委員監査の実施状況（実地監査）

［知事部局］

　１　地方機関

［教育庁関係］

監　査　対　象　機　関

　　（振興局）

　　（県民生活環境部関係）

　　（産業労働部関係）

　　（危機管理部関係）
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監査年月日 監 査 委 員

秘書課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

ながさきＰＲ戦略課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

広報課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

政策調整課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

政策企画課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

ＩＲ推進課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

デジタル戦略課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

総務文書課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

県民センター 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

学事振興課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

人事課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

新行政推進室 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

職員厚生課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

財政課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

管財課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

税務課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

債権管理室 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

［知事部局］

　２　本　庁

監　査　対　象　機　関

　　（秘書・広報戦略部）

　　（企画部）

　　（総務部）
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監査年月日 監 査 委 員監　査　対　象　機　関

スマート県庁推進課 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

総務事務センター 令和5年8月25日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

防災企画課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

基地対策・国民保護課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

消防保安室 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

地域づくり推進課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

市町村課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

土地対策室 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

交通政策課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

新幹線対策課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

県庁舎跡地活用室 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

文化振興・世界遺産課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

観光振興課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

国際観光振興室 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

物産ブランド推進課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

国際課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

スポーツ振興課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

県民生活環境課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

　　（危機管理部）

　　（地域振興部）

　　（文化観光国際部）

　　（県民生活環境部）
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監査年月日 監 査 委 員監　査　対　象　機　関

男女参画・女性活躍推進室 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

人権・同和対策課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

交通・地域安全課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

統計課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

生活衛生課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

食品安全・消費生活課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

地域環境課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

水環境対策課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

資源循環推進課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

自然環境課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

福祉保健課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

監査指導課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

医療政策課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

感染症対策室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

医療人材対策室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

薬務行政室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

国保・健康増進課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

長寿社会課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

障害福祉課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

原爆被爆者援護課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

　　（福祉保健部）
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監査年月日 監 査 委 員監　査　対　象　機　関

こども未来課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

こども家庭課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

産業政策課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

企業振興課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

新産業創造課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

経営支援課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

未来人材課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

雇用労働政策課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

漁政課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

漁業振興課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

漁業取締室 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

水産経営課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

水産加工流通課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

漁港漁場課 令和5年8月24日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農政課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農業イノベーション推進室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

団体検査指導室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農山村振興課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

　　（福祉保健部こども政策局）

　　（産業労働部）

　　（水産部）

　　（農林部）
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監査年月日 監 査 委 員監　査　対　象　機　関

農業経営課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農産園芸課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農産加工流通課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

畜産課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

農村整備課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

諫早湾干拓課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

林政課 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

森林整備室 令和5年8月22日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

監理課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

建設企画課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

都市政策課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

道路建設課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

道路維持課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

港湾課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

河川課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

砂防課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

建築課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

営繕課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

住宅課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

用地課 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

盛土対策室 令和5年8月28日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

　　（土木部）
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監査年月日 監 査 委 員監　査　対　象　機　関

出納局 令和5年8月18日 下田　 芳之　　　近藤　 智昭

教育政策課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

福利厚生室 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

教育環境整備課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

教職員課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

義務教育課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

高校教育課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

教育ＤＸ推進室 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

特別支援教育課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

児童生徒支援課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

生涯学習課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

学芸文化課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

体育保健課 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

監査事務局 令和5年8月18日 近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

人事委員会事務局 令和5年8月18日 砺山　 和仁　　　饗󠄀庭   敦子

労働委員会事務局 令和5年8月18日 砺山　 和仁　　　饗󠄀庭   敦子

議会事務局 令和5年8月18日 下田　 芳之　　　砺山　 和仁

警察本部 令和5年8月21日
下田　 芳之　　　砺山　 和仁
近藤　 智昭　　　饗󠄀庭   敦子

　　（出納局）

［教育庁］

［警察本部］

［委員会等事務局］
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